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議第４号 

 

   瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

瑞浪市附属機関設置条例（平成２８年条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

別表市長の部瑞浪市功労者選定審査委員会の項の次に次のように加える。 

別表市長の部瑞浪市子ども発達支援センター運営委員会の項の次に次のよ

うに加える。 

瑞浪市公私連携法人

選定委員会 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号）第３４条第１項に規定する公私連携幼保連携

型認定こども園の設置及び運営を目的とする公私

連携法人の選定についての審議及び審査 

附 則 

 （施行期日） 

瑞浪市地場産品創出

支援事業助成金審査

会 

瑞浪市地場産品創出支援事業に提案された事業の

審査及び助成金の交付対象者の選定 

瑞浪市ふるさと納税

活用型地域活性化促

進事業助成金審査会 

瑞浪市ふるさと納税活用型地域活性化促進事業に

提案された事業の審査及び助成金の交付対象者の

選定 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
２ 瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５５

年条例第４号）の一部を次のように改正する。 
 
                       

                   
                          
                        

審査会委員 
化促進事業助成金審査会委員 

 

 

「子ども発達支援センター運営委員会委員 

を 公私連携法人選定委員会委員      に改める。 

      高齢者福祉計画等推進委員会委員   」 

公務災害補償等審査会委員 

まちづくり条例審議会委員 

 

「 

を 

に、 
子ども発達支援センター運営委員会 
高齢者福祉計画等推進委員会委員 

」 
別表中 

公務災害補償等審査会委員 
地場産品創出支援事業助成金 
ふるさと納税活用型地域活性 
まちづくり条例審議会委員 

 

」 

「 

」 

「 

委員 
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議第５号 

 

   瑞浪市職員の旅費に関する条例の制定について 

 

 瑞浪市職員の旅費に関する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市職員の旅費に関する条例 

瑞浪市職員の旅費に関する条例（昭和２９年条例第１９号）の全部を改正

する。 

目次 

 第１章 総則（第１条－第７条） 

 第２章 旅費の種目及び内容（第８条－第２０条） 

 第３章 雑則（第２１条－第２８条） 

 附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費に関す

る事項を定めることを目的とする。 

２ 市が職員に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めが

ある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 職員 瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例 

第１１号）、瑞浪市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１９号） 

の適用を受ける者及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２
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２条の２第１項第２号に規定する者をいう。 

（２） 任命権者 地方公務員法第６条第１項に規定する者及び同法同条

第２項の規定により任命権の一部が委任されている者をいう。 

（３） 出張 職員が公務のため一時その在勤公署（常時勤務する在勤公

署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者（以下「旅行命

令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令

権者が認める場所）を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一

時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。 

（４） 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属す

る島の存する領域をいう。以下同じ。）における旅行をいう。 

（５） 外国旅行 本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をいう。

以下同じ。）との間における旅行及び外国における旅行をいう。 

（６） 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若

しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転

任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。 

（７） 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は

その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。 

（８） 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、

祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあ

っては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。 

（９） 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに

職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 

（１０） 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３

９号）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の市の規

則で定める者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって、

市と旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他

の市の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当

該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うこと

を約する契約をいう。次条第７項において同じ。）を締結したものをい

う。 
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（１１） 職務の級 瑞浪市職員の給与に関する条例第３条第１項第１号

に規定する行政職給料表一による職務の級及び行政職給料表一の適用を

受けない者については、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当す

る職務の級をいう。 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給

する。ただし、赴任に関する旅費の支給は、市長がその支給を必要と認め

た場合に限る。 

２ 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当

する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 

（１） 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職（罷免を含

む。）、失職又は休職（以下「退職等」という。）となった場合（当該

退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員 

（２） 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当

該職員の遺族 

（３） 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がそ

の死亡の日の翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住したときは、

当該遺族 

（４） 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本

邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となっ

た場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当

該職員 

（５） 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任の

ための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族 

（６） 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある

遺族（配偶者及び子に限る。）がその死亡の日の翌日から３月以内にそ

の居住地を出発して帰住したときは、当該遺族 

（７） 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死

亡し、又は第１８条第１項第２号ア、イ又はエの規定に該当する外国旅

行中に死亡した場合には、当該職員 

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地方公務
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員法第１６条各号若しくは第２９条第１項各号に掲げる事由又はこれらに

準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の

規定による旅費は支給しない。 

４ 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行

を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、

その者に対し、旅費を支給する。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる

者が、次条第３項の規定により旅行命令等の変更（取消しを含む。同項及

び同条第４項並びに第５条において同じ。）を受け、又は死亡した場合そ

の他市の規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、

その者の損失となる金額又は支出を要する金額で市の規則で定めるものを

旅費として支給することができる。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができ

る者が、旅行中天災その他市の規則で定める事情により、概算払を受けた

旅費額（概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅

費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した

旅費額の範囲内で市の規則で定める金額を旅費として支給することができ

る。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規定する場合において、市が旅行

役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、こ

れらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者

に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

（旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令

権者の発する旅行命令又は旅行依頼（以下この条及び次条において「旅行

命令等」という。）によって行われなければならない。 

（１） 前条第１項の規定に該当する旅行 旅行命令 

（２） 前条第４項の規定に該当する旅行 旅行依頼 

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては

公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出

が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。 
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３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認め

る場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第１項若しくは

第２項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命

令簿又は旅行依頼簿（以下この条において「旅行命令簿等」という。）に

市の規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知

してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記

録をするいとまがない場合には、この限りでない。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場

合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は

記録をしなければならない。 

（旅行命令等に従わない旅行） 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅

行命令等（前条第３項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下

この条において同じ。）に従って旅行することができない場合には、あら

かじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがな

い場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅

行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 

３ 旅行者が前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請

をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わな

いで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対

する旅費のみの支給を受けることができる。 

（旅費の計算） 

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第８条から

第２０条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路

及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又

は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に

より旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 

（旅費の請求手続） 

第７条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者
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及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするも

の並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、

所定の請求書（当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。第５項において同じ。）を含む。以下この条において同じ。）

に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者（以下「

支出命令権者等」という。）に提出しなければならない。この場合におい

て、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅

費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅

費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は

支払を受けることができない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定

の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければ

ならない。 

３ 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合に

は、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 

４ 支出命令権者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給

を受けた旅行者が第２項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合

又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出

命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅

費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し

引かなければならない。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的

方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって市の規則で定めるものをいう。次項において同じ。）をも

って提出することができる。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたと

きは、支出命令権者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの

記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。 

７ 第１項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、
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第２項及び第３項に規定する期間並びに第４項に規定する給与の種類は、

市の規則で定める。 

   第２章 旅費の種目及び内容 

（旅費の種目） 

第８条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び

死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。 

（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第

１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第

７６号）第１条第１項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するも

のその他市の規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要

する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第６号までに掲げ

る費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務の

ため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１） 運賃 

（２） 急行料金 

（３） 寝台料金 

（４） 座席指定料金 

（５） 特別車両料金（内国旅行にあっては市長、副市長及び教育長（以

下この号並びに次項、次条及び第１１条において「市長等」という。） 

に限り、外国旅行にあっては市長等及び職務の級が７級以上の者に限る。 

 ） 

（６） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の

等級が区分された鉄道により移動するときは最下級（市長等が移動する場

合には、最上級）、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道

により移動するときは最上級（等級が３以上に区分された鉄道により職務

の級が６級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級）の運賃

の額とする。 

（船賃） 
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第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条

第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相

当するものその他市の規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用する

移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号ま

でに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１） 運賃 

（２） 寝台料金 

（３） 座席指定料金 

（４） 特別船室料金（内国旅行にあっては市長等に限り、外国旅行にあ

っては市長等及び職務の級が７級以上の者に限る。） 

（５） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の

等級が区分された船舶により移動するときは最下級（市長等が移動する場

合には、最上級）、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶

により移動するときは最上級（等級が３以上に区分された船舶により職務

の級が６級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級）の運賃

の額とする。 

（航空賃） 

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条

第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれ

に相当するものその他市の規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用

する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３

号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１） 運賃 

（２） 座席指定料金 

（３） 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機

により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に

掲げる場合は、当該各号に定める額とする。 

-10-



（１） 外国旅行の場合であって、市長等が移動するとき及び職務の級が

７級以上の者が長時間にわたる移動として市の規則で定めるもの（次号

において「特定航空移動」という。）をするとき（同号に掲げる場合を

除く。） 最上級の運賃の額 

（２） 外国旅行の場合であって、運賃の等級が３以上に区分された航空

機により市長等が移動するとき及び職務の級が７級以上の者が特定航空

移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額 

（３） 外国旅行であって、職務の級が６級以下の者が著しく長時間にわ

たる移動として市の規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の

級の運賃の額 

（その他の交通費） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に

要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲

げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とす

る。 

（１） 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げ

る一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車に

より乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車（外国に

おけるこれに相当するものを含む。）を利用する移動に要する運賃 

（２） 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業

の用に供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。）その

他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用

する移動に要する運賃 

（３） 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第

１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国におけ

るこれに相当するものを含む。）の賃料その他の移動に直接要する費用 

（４） 自家用自動車（前号に規定する自家用自動車を除く。）を利用す

る移動（職員にあっては、旅行命令権者の承認を受けた場合に限る。）

に要する費用として市の規則で定める費用 

（５） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

（宿泊費） 
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第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実

情及び旅行者の職務を勘案して市の規則で定める額（次条において「宿泊

費基準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある

場合として市の規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

（包括宿泊費） 

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われ

る費用とし、その額は、当該移動に係る第９条から第１２条までの規定に

よる額（第１８条において「交通費」という。）及び当該宿泊に係る宿泊

費基準額の合計額とする。 

（宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用

とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して市の規則で定める１夜当

たりの定額とする。 

（転居費） 

第１６条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１８条第１項第１号

ア若しくはイ又は同項第２号ア若しくはイに規定する場合の家族の転居に

要する費用を含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案して市の規則で

定める方法により算定される額とする。 

（着後滞在費） 

第１７条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、そ

の額は、内国旅行にあっては５夜分を、外国旅行にあっては１０夜分を限

度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当す

る額とする。 

（家族移転費） 

第１８条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額

は、次に掲げる額とする。 

（１） 内国旅行にあっては、次に掲げる額 

ア 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。

以下このア及びイ並びに次号アからウまでにおいて同じ。）を職員の

新居住地に移転する場合には、家族１人ごとに、職員がその移転をす

るものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着
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後滞在費の合計額に相当する額 

イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日か

ら１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に

更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に

移転する場合には、アの規定に準じて算定した額 

（２） 外国旅行にあっては、次に掲げる額 

ア 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する

場合には、家族１人ごとに、職員がその移転をするものとして算定し

た交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費

の合計額に相当する額 

イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、

赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任

後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後

における職員の新居住地）に移転する場合には、アの規定に準じて算

定した額 

ウ アに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後任命権

者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を赴

任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合

には、前号アの規定に準じて算定した額 

エ 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族（ア又はイに規定する許

可を受け移転した者であって同居しているものに限る。）を本邦に移

転する場合には、アの規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある

場合には、前項第１号イ又は第２号イ若しくはウに規定する期間を延長す

ることができる。 

（渡航雑費） 

第１９条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に

係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出

国税その他外国旅行に必要なものとして市の規則で定める費用の額とする。 

（死亡手当） 

第２０条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡
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（第３条第２項第５号又は第７号に規定する場合に限る。）に伴う諸雑費

に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して市の

規則で定める定額とする。 

第３章 雑則 

（退職者等の旅費） 

第２１条 第３条第２項第１号又は第４号の規定により支給する旅費は、退

職等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への

帰住について、出張又は赴任の例に準じて市の規則で定めるものとする。 

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同

項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転

費に相当するものを加えるものとする。 

３ 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規

定する期間を延長することができる。 

（遺族等の旅費） 

第２２条 第３条第２項第２号、第３号又は第５号から第７号までの規定に

より支給する旅費（死亡手当に係るものを除く。）は、出張又は赴任の例

に準じて市の規則で定めるものとする。 

 （証人等の旅費） 

第２３条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は、他の条例

に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定めるも

のとする。 

（旅費の支給額の上限） 

第２４条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこ

れらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、

第１０条第１項各号、第１１条第１項各号及び第１２条各号に掲げる各費

用について、当該各条及び第６条の規定により計算した額と現に支払った

額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を

除く。）、家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び渡航雑費

に係る旅費の支給額は、当該各種目について第６条及び第１３条、第１４

条、第１６条、第１７条、第１８条第１項並びに第１９条の規定により計
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算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額

を合計した額とする。 

（旅費の調整） 

第２５条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合そ

の他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定によ

る旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要と

しない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えること

となる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことがで

きる。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが

当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合

には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。 

（旅費の特例） 

第２６条 任命権者は、職員について労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

第１５条第３項若しくは第６４条の規定に該当する事由がある場合におい

て、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規

定により支給する旅費が同法第１５条第３項若しくは第６４条の規定によ

る旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅

費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅

費として支給するものとする。 

（旅費の返納） 

第２７条 支出命令権者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこ

れに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支

払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支

給を受けた場合には、支出命令権者等は、前項に規定する返納に代えて、

当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与

又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、市の規則で定める。 

（委任） 

第２８条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項
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は、市の規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の瑞浪市職員の旅費に関する条例（以下「新条例」 

という。）の規定は、この条例の施行の日（以下この項及び次項において

「施行日」という。）以後に新条例第２条第３号に規定する旅行命令権者

が新条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、

施行日前にこの条例による改正前の瑞浪市職員の旅費に関する条例（以下

この項及び第４項において「旧条例」という。）第４条第１項に規定する

任命権者等が同項に規定する出張命令等を発した旅行については、なお従

前の例による。ただし、施行日前に旧条例第４条第１項に規定する任命権

者等が同項に規定する出張命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第２条

第３号に規定する旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅

行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち、

当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当

該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、免職（罷免を含む。） 

、失職若しくは休職（以下この項において「退職等」という。）となった

場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又

は死亡した場合については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同

条第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができ

る場合について適用し、旧条例第３条第１項、第２項及び第４項の規定に

より旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例によ

る。 

５ 新条例第２７条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反し

て旅費の支給を受けた場合について適用する。 

（規則への委任） 

６ 第２項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要
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な経過措置は、市の規則で定める。 

 （瑞浪市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

７ 瑞浪市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例（昭和２９年条例第

３８号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「昭和２９年条例第１９号」を「令和８年条例第 号」に改め

る。 

 （瑞浪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

８ 瑞浪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年

条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「昭和２９年条例第１９号」を「令和８年条例第 号」に改

める。 

 （瑞浪市教育研究所設置条例の一部改正） 

９ 瑞浪市教育研究所設置条例（昭和４３年条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条中「昭和２９年条例第１９号」を「令和８年条例第 号」に改め

る。 

 （瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正） 

１０ 瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（昭和５５年条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表中「昭和２９年条例第１９号」を「令和８年条例第 号」に改める。 

 （瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

１１ 瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５

５年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表中「昭和２９年条例第１９号」を「令和８年条例第 号」に改める。 

 （瑞浪市公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

１２ 瑞浪市公聴会参加者等の実費弁償に関する条例（昭和５５年条例第３

２号）の一部を次のように改正する。 

第３条を次のように改める。 

（実費弁償の額） 

第３条 前条の規定による実費弁償の額は、出務１日につき２，０００円

に瑞浪市職員の旅費に関する条例（令和８年条例第 号）に定める額を
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加えた額とする。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される瑞浪市職員の処遇等に関する

条例の一部改正） 

１３ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される瑞浪市職員の処遇等に関す

る条例（昭和６３年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「昭和２９年条例第１９号」を「令和８年条例第 号」に改め

る。 

（瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

１４ 瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２８条第２項中「昭和２９年条例第１９号」を「令和８年条例第 号」

に改める。 
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議第６号 

 

   瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について 

 

 瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

別表市長の項中「８６０，０００円」を「８９０，０００円」に改め、 

同表副市長の項中「７０８，０００円」を「７３０，０００円」に改める。 

（瑞浪市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例（昭和２９年条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「６３１，０００円」を「６５０，０００円」に改める。 

（瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（昭和５５年

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第４項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前３項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から

支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のと

きは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによっ

て計算する。 
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   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

４３０，０００円 

４００，０００円 

３８５，０００円 

３７５，０００円 

４５０，０００円 

４１６，０００円 

４００，０００円 

３９０，０００円 

別表中 

「 

」 

を 

「 

」 

に改める。 
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議第７号 

 

   瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中「初任給調整手当」の次に「（第１種初任給調整手当及び第２

種初任給調整手当をいう。第２０条において同じ。）」を加える。 

第８条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（初任給調整手当）」 

を付し、同条第１項中「初任給調整手当は、」を削り、「初任給調整手当

として」を「第１種初任給調整手当として」に改め、同条第２項及び第３

項中「初任給調整手当」を「第１種初任給調整手当」に改める。 

第８条の３を第８条の４とし、第８条の２を第８条の３とし、第８条の

次に次の１条を加える。 

第８条の２ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職

員に適用される給料表の給料月額のうち第４条第２項の規定により当該

職員の属する職務の級並びに同条第３項及び第４項並びに第５条第２項

及び第３項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任

用短時間勤務職員その他の市の規則で定める職員にあっては、市の規則

で定める額）並びにこれに第１０条の２の規定による地域手当の支給割
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合を乗じて得た額の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）に１２を乗じ、その額を勤務時間条例第２条第１項

に規定する勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額（その額に５０

銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端 

数を生じたときはこれを１円に切り上げた額）（次項において「特定額」 

という。）が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮

して市の規則で定める額（次項において「基準額」という。）を下回る

ものには、採用の日から市の規則で定める日までの間、第２種初任給調

整手当を支給する。 

２ 第２種初任給調整手当の月額は、市の規則で定めるところにより基準

額と特定額との差額を月額に換算した額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第

２種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るものとして市の規則で定めるものには、市の規則の定めるところによ

り、前２項の規定に準じて、第２種初任給調整手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任給調整手当の支給に関し必

要な事項は、市の規則で定める。 

第１１条第２項第１号中「この項及び次項」を「次項及び第６項」に改 

め、同項第２号中「自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」 

という。）に応じ、支給単位期間につき次の表に」を「支給単位期間につ

き、６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じ

て市の規則で」に改め、同号の表を削り、同条第３項中「第５項」を「第 

６項」に改め、同条第９項を同条第１０項とし、同条第８項中「自動車等」 

の次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第９項とし、同条第７項を同

条第８項とし、同条第６項中「最初の月」の次に「（当該月に通勤手当を

支給することが困難な場合として市の規則で定める場合にあっては、その

翌月）」を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項中「運賃相当額」を 

「運賃等相当額」に、「及び特別料金等相当額」を「、特別料金等相当額」 

に改め、「新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）」の

次に「及び前項第１号に定める額」を加え、「前３項」を「第２項から前

項まで」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加
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える。 

５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施

設（その所在地及び利用形態が市の規則で定める要件を満たすものに限

る。第１号及び第９項において「駐車場等」という。）を利用し、その 

料金を負担することを常例とするもの（市の規則で定める職員を除く。） 

の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤

手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円

を超えない範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額とし

て市の規則で定める額 

（２） 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前３項の規定による額 

第１６条第２項中「初任給調整手当及び」を「第１種初任給調整手当及

び第８条の２に規定する第２種初任給調整手当並びに」に改める。 

 （瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「給料」の次に「、第２種初任給調整手当」を加える。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の第２種初任給調整手当） 

第６条の２ フルタイム会計年度任用職員の第２種初任給調整手当は、給

与条例の適用を受ける常勤の職員（以下「常勤職員」という。）の例に

より支給する。 

第７条中「給与条例の適用を受ける常勤の職員（以下「常勤職員」とい

う。）」を「常勤職員」に改める。 

（瑞浪市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市職員の修学部分休業に関する条例（平成３１年条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

第３条中「初任給調整手当」の次に「（第１種初任給調整手当及び第２

種初任給調整手当をいう。）」を加える。 

（瑞浪市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正） 

第４条 瑞浪市職員の高齢者部分休業に関する条例（令和４年条例第２５号）
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の一部を次のように改正する。 

第３条中「初任給調整手当」の次に「（第１種初任給調整手当及び第２

種初任給調整手当をいう。）」を加える。 

（瑞浪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改

正） 

第５条 瑞浪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令

和４年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

附則第１２条中「第４条の規定による改正後の」及び「。以下「新給与

条例」という。」を削る。 

附則第１３条第１項中「新給与条例第３条第１項」を「瑞浪市職員の給

与に関する条例第３条第１項」に、「新給与条例第４条第２項」を「同条

例第４条第２項」に改め、同条第３項中「新給与条例第３条第１項」を「

瑞浪市職員の給与に関する条例第３条第１項」に、「新給与条例第４条第 

２項」を「同条例第４条第２項」に改め、「第８条の規定による改正後の」 

及び「。以下「新勤務時間条例」という。」を削り、同条第４項中「新給

与条例」を「瑞浪市職員の給与に関する条例」に改め、同条第５項中「新

給与条例」を「瑞浪市職員の給与に関する条例第８条の２及び」に改め、

同条第６項及び第７項中「新給与条例」を「瑞浪市職員の給与に関する条

例」に改める。 

附則第１６条中「新勤務時間条例第２条第３項」を「瑞浪市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例第２条第３項」に、「新勤務時間条例の規定」

を「同条例の規定」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第８号  

 

瑞浪市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 

令和８年２月２６日 提出  

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市職員定数条例の一部を改正する条例 

瑞浪市職員定数条例（昭和５５年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項の表消防機関の項中「６３人」を「７２人」に改め、同表合

計の項中「４６２人」を「４７１人」に改め、同条第２項第３号中「（地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条の規定

により育児休業をしている職員を除く。）」を削る。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第９号 

 

   瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第２号中「第４３条第２項」を「第４３条第４項」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１０号 

 

   瑞浪市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 瑞浪市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   瑞浪市介護保険条例の一部を改正する条例 

瑞浪市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

附則に次の１条を加える。 

（令和８年度分の保険料の減免の特例） 

第９条 市長は、令和８年度分の保険料について、第１１条第１項及び第２

項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者に対し、申請によらず

減免することができる。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１１号 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第１１条の２を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第１１条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

（１） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民

健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第

１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

（２） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金

等賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する

後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

（３） 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法

施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者を

いう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法

施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。

以下同じ。） 

（４） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支

援納付金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規
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定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

第１１条の３第１号イ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者医療確保

法」に、「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「（以下「介護納

付金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律 

第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。 

）」を加え、同号カ中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども

・子育て支援納付金」に改め、同条第２号イ中「、病床転換支援金等及び介

護納付金」を「及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支

援納付金」に改める。 

第１５条の６中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

第１５条の６の２第１号中「次号において同じ。）」の次に「の額」を加

える。 

第１５条の６の６第１項第４号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世

帯又は特定継続世帯」に改める。 

第１５条の７ただし書中「第３号に掲げる」の次に「額の」を加え、同条

第１号中「次号において同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１５条の１２の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１５条の１３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（

第２０条、第２０条の３、第２０条の４及び第２０条の５の規定により子

ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納

付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第

２５条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に

掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができ

る。 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（

岐阜県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子

-29-



 
 

育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号におい

て同じ。）の額 

イ 第２０条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとな

る額の総額 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）

の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金 

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、 

第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰

入金を除く。）の額 

（３） 当該年度における第２５条第１項の規定による子ども・子育て支

援納付金賦課額の減免の額の総額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１５条の１４ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、 

当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額 

の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、 

当該世帯に属する１８歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の

７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につ

き算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１５条の１５ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の

前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率

を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１５条の１６ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとお

りとする。 
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（１） 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１５条の１

３第１号イに掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第３号に掲げる額

の見込額の合算額から同条第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率の算定に係る額」という。）の１００分の５０に相当する額

を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第

２９条の７第５項第４号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康

保険法施行規則第３２条の１０の２に規定する方法により補正された後

の金額とする。）の総額で除して得た数 

（２） 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の

算定に係る額の１００分の３５に相当する額を当該年度の前年度及びそ

の直前の２箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した

数で除して得た額 

（３） １８歳以上被保険者均等割 第１５条の１３第１号イに掲げる額

の見込額及び同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込額の合算額から

同条第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を、当

該年度の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における１８歳以上被

保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

（４） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに定めるところにより算定した額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金

賦課額の保険料率の算定に係る額の１００分の１５に相当する額を当

該年度の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における被保険者が

属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に２分の１

を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計

数を控除した数で除して得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて

得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗

じて得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未
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満の端数又は１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１５条の１７ 第１５条の１４の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３

万円を超えることができない。 

第１８条第１項中「第１５条の６の３」の次に「若しくは第１５条の１４」 

を加え、「、第２０条の３第１項（同条第３項」を「若しくは同条第５項各

号に定める額、第２０条の３第１項（同条第３項又は第４項」に、「第１５

条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて

得た額、第２０条の３第４項第１号（同条第６項」を「額、同条第５項（同

条第７項又は第８項」に、「第２０条の４第１項各号（同条第３項又は第４

項」を「第２０条の４第１項各号（同条第３項から第５項まで」に、「若し

くは同条第５項各号（同条第７項又は第８項」を「、同条第６項各号（同条

第８項から第１０項まで」に、「額の算定」を「額若しくは第２０条の５第

１項に定める額の算定」に改め、同条第２項中「若しくは第１５条の６の３

の額若しくは第１５条の８」を「、第１５条の６の３、第１５条の８若しく

は第１５条の１４」に改め、「第２０条第１項各号に定める額」の次に「若

しくは同条第５項各号に定める額」を加え、「第１５条の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２０条の３

第４項第１号に定める額、第２０条の４第１項各号に定める額若しくは同条

第５項各号に定める額」を「額、同条第５項に定める額、第２０条の４第１

項各号に定める額、同条第６項各号に定める額若しくは第２０条の５第１項

に定める額」に改める。 

第２０条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第１号中「第

３号」の次に「並びに第５項」を加え、同項第２号中「３０万５千円」を「

３１万円」に改め、同項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同条

第３項及び第４項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条に次の２項を

加える。 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子
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ども・子育て支援納付金賦課額は、第１５条の１４の子ども・子育て支援

納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）とする。 

（１） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険

者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に１０分の７を乗じて得た額 

（２） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１万円に

当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象
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とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被

保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及び

ウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に１０分の５を乗じて得た額 

（３） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７万円に

当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当す

る者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年

度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳

以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及

びウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に１０分の２を乗じて得た額 
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６ 第１５条の１６第２項及び第３項の規定は、前項各号アからウまでに規

定する額（前項に規定する第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当た

り軽減額及び第３号の１人当たり軽減額）の決定について準用する。この

場合において、第１５条の１６第２項及び第３項の規定中「保険料率」と

あるのは「額」（「第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり軽減

額及び第３号の１人当たり軽減額」）と読み替えるものとする。  

第２０条の２中「及び前条第１項」を「、第１５条の６の４、第１５条の

９及び第１５条の１５並びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第５項」に改める。 

第２０条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６項中「第

４項」を「第５項」に改め、「後期高齢者支援金等賦課額」と」の次に「、

「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第３項の規定により読み替え

られた同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第７項とし、同条中第５項

を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に

ついて準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１５条」とあるのは「第１

５条の１６」と、第２項中「第１５条第３項」とあるのは「第１５条の１

６第３項」と読み替えるものとする。  

第２０条の３に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に

ついて準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第２０条第１項各号」とある

のは「第２０条第５項各号」と、「第１５条」とあるのは「第１５条の１ 

６」と、第６項中「第１５条第３項」とあるのは「第１５条の１６第３項」 

と読み替えるものとする。 

第２０条の４第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第

６項第８号」に、「６６万円」を「６７万円」に、「第５項に掲げる」を「

第６項に掲げる」に改め、同項第１号中「第３２条の１０の２」を「第３２ 

条の１０の３」に改め、同条第３項及び第４項中「６６万円」を「６７万円」 

に改め、同条第８項中「第５項及び第６項」を「第６項及び第７項」に、「
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第５項中」を「第６項中」に、「６６万円」を「６７万円」に改め、「１７

万円」と」の次に「、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第４項

の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、「第６項中」を

「第７項中」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「第５項」を「

第６項」に、「６６万円」を「６７万円」に改め、「２６万円」と」の次に

「、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第３項の規定により読み

替えられた同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６

項を同条第７項とし、同条第５項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同

項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に

ついて準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは

「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１２条」とあ

るのは「第１５条の１４」と、「６７万円」とあるのは「３万円」と、第

２項中「第１５条」とあるのは「第１５条の１６」と読み替えるものとす

る。 

第２０条の４に次の１項を加える。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるの

は「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるの

は「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１２条」と

あるのは「第１５条の１４」と、「６７万円」とあるのは「３万円」と、

「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第５項各号」と、第７項中

「第１５条」とあるのは「第１５条の１６」と読み替えるものとする。 

第２０条の４の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険

者均等割額の減額） 

第２０条の５ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初 

の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。） 

がある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第１５条の１６の子ども
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・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第

２０条第５項、第２０条の３第４項の規定により読み替えられた同条第１

項若しくは同条第８項の規定により読み替えられた同条第５項又は前条第

５項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１０項の規定

により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未満被

保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該

減額後の額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得

た額とする。 

２ 第１５条の１６第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用

する。この場合において、第１５条の１６第３項の規定中「保険料率」と

あるのは「額」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条の２、第１５条の６、第１５条の１３

から第１５条の１７まで、第１８条及び第２０条から第２０条の５までの

規定は、令和８年度以後の年度分の保険料について適用し、令和７年度以

前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

-37-



議第１２号 

 

瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５５年

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

別表備考に次の１号を加える。 

  ３ 鳥獣被害対策実施隊員の出動１回の報酬の額は、活動時間が２時間

未満の場合、半額とする。 

附 則 
この条例は、令和８年４月１日から施行し、同日以後の出動から適用する。 

開票立会人及び

選挙立会人 
一の選挙につき １０，１００円 

開票立会人及び

選挙立会人 
一の選挙につき １０，１００円 

鳥獣被害対策実

施隊員 
年額 
出動１回につき 

３０，０００円 
１５，０００円 

」 

」 

を 別表中 

に改める。 

「 

「 
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議第１３号 

 

   瑞浪市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

瑞浪市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

瑞浪市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例（平成２３年条例第１

１号）の一部を次のように改正する。 

第２条の次に次の１条を加える。 

（施設） 

第２条の２ 直売所の施設は、次のとおりとする。 

（１） 農産物等販売施設 

（２） 農畜産物加工施設 

（３） 農畜産物消費施設 

第４条ただし書を次のように改める。 

 ただし、農畜産物消費施設は、当該施設を利用する者の求めに応じ、こ

れを午後９時までの間で延長する。 

第４条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更

することができる。 

 第５条第１号中「火曜日」を「月曜日」に改める。 

 第６条第１項中「直売所を利用しようとする者は」を「別表に掲げる施設
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及び設備を利用しようとする者は」に改める。 

 第１８条中「第４条及び第５条中「ただし、」を「第４条第２項及び第５

条ただし書中「」に、「ただし、指定管理者」を「指定管理者」に改める。 

 別表中「第１０条」を「第６条、第１０条」に改め、同表農産物等の販売

施設の項中「農産物等の販売施設」を「農産物等販売施設」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年７月１日から施行する。 
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議第１４号 

 

   瑞浪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

瑞浪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第４０号）の一部を

次のように改正する。 

 第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同

号ただし書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項

中「１００円」を「４３３円」に改め、「、第２号に該当する扶養親族につ

いては１人につき３８３円を」を削り、「第３号から第６号まで」を「第２

号から第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第

３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表団長及び副団長の項中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、 

「１３，７００円」を「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，

０００円」に改め、同表分団長及び副分団長の項中「１１，３００円」を「 

１１，６７０円」に、「１２，１００円」を「１２，５００円」に、「１２，

９００円」を「１３，３４０円」に改め、同表部長、班長及び団員の項中「 

９，７００円」を「１０，０００円」に、「１０，５００円」を「１０，８ 

４０円」に、「１１，３００円」を「１１，６７０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の瑞浪市消防団員等公務災害補償条例の規定は、

この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた瑞浪市消防団員等公務

災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。

）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第

４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年

金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」と

いう。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷

病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期

間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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議第１５号 
 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 
 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例 
瑞浪市火災予防条例（昭和３７年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 
第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サ

ウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ

設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。

）をいう。以下同じ。）」に改め、同項第２号中「サウナ設備」を「一般サ

ウナ設備」に改め、同条第２項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改

め、同条を第７条の３とする。 
第７条の次に次の１条を加える。 
（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設ける

テント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又は

バレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをい

う。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下のものであ

り、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び

構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 
（１） 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物

等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及
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び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距

離を保つこと。 
（２） 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を

遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を

熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生し

た際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りで

はない。 
２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基 

準については、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで及び第 
１７号から第１８号の３まで、第２項第６号、第３項並びに第４項を除く。

）及び第５条第１項の規定を準用する。 
第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカ

ー」を加える。 
第４４条第６号の次に次の１号を加える。 
（６）の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 
第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

附 則 
この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 
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議第１６号 

 

   瑞浪市副市長の選任につき同意を求めることについて 

 

 瑞浪市副市長に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１６２条の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

正 村 和 英 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

 

-45-



議第１７号  
 

   瑞浪市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 瑞浪市公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

鈴 木 かおり ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第１８号 

 

   瑞浪市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

 瑞浪市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を

求める。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

小 司 隆 信 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第１９号 

 

   訴えの提起について 

 

 次のとおり、訴えを提起したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２６日 提出 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

１ 訴えを提起する相手方及び対象物件 

相    手    方 対  象  物  件 

住    所 氏    名 所 在 地積 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９４番１ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９４番４ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９４番７ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９４番１０ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９４番１６ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番１ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番２ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番５ 
１３㎡ 



※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番６ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番８ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番９ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番１０ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番１１ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番１２ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番１３ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番１７ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番１９ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番２２ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番２９ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番３１ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番３４ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番３８ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番４４ 
１３㎡ 



※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番４６ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番４８ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番５０ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９７番５７ 
１３㎡ 

※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ 
瑞浪市土岐町字竜門

９９番４ 
１３㎡ 

２ 請求の趣旨 

   昭和３２年に本市が寄附を受けた現瑞浪市総合文化センターの敷地の

一部のうち、所有権移転の登記手続が未了となっている個人名義の土地

２８筆について、土地所有者（名義人）が不在籍不在住であり、その相

続人が不明であることが確認されたので、土地所有者を相手方として瑞

浪市に所有権移転の手続を進めるための訴えを提起する。 

３ 訴訟遂行の方針 

   訴訟において請求が認容されないときは、上訴するものとする。 



議第２０号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１７０１ 深沢日蔭２号線 
日吉町字日蔭７４７４番１地先 

日吉町字日蔭７４６３番１地先 
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議第２１号 
 

令和７年度瑞浪市一般会計補正予算（第１０号） 
 
 令和７年度瑞浪市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところ

による。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２８１，２０

０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，２６８，

２００千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」

による。 
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 
（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 利子割交付金 ５，０００ ５，０００ １０，０００

1 利子割交付金 ５，０００ ５，０００ １０，０００

4 配当割交付金 ３９，０００ １０，０００ ４９，０００

1 配当割交付金 ３９，０００ １０，０００ ４９，０００

5
株 式 等 譲 渡
所得割交付金

５５，０００ １７，０００ ７２，０００

1
株 式 等 譲 渡
所得割交付金

５５，０００ １７，０００ ７２，０００

7
地 方 消 費 税
交 付 金

９４７，０００ ７６，０００ １，０２３，０００

1
地方消費税
交 付 金

９４７，０００ ７６，０００ １，０２３，０００

11 地 方 交 付 税 ４，２５２，７００ ２５６，１００ ４，５０８，８００

1 地方交付税 ４，２５２，７００ ２５６，１００ ４，５０８，８００

13
分 担 金
及 び 負 担 金

３９，９４０ ４０６ ４０，３４６

1 分 担 金 ６，９４６ △１，４０１ ５，５４５

2 負 担 金 ３２，９９４ １，８０７ ３４，８０１

15 国 庫 支 出 金 ３，５５５，０７２ △４５７，２１４ ３，０９７，８５８

1 国庫負担金 １，６５８，９３２ △４４，９８９ １，６１３，９４３

2 国庫補助金 １，８８５，８１４ △４１２，２２５ １，４７３，５８９

16 県 支 出 金 １，１８３，２０９ △５５，６１４ １，１２７，５９５

1 県 負 担 金 ６７１，０６６ △３６，２７４ ６３４，７９２

2 県 補 助 金 ３８９，３８７ △１９，３４０ ３７０，０４７

17 財 産 収 入 １，４１８，８００ ６３０ １，４１９，４３０

1 財産運用収入 ７５，８２８ ６３０ ７６，４５８

18 寄 附 金 ４２０，３１０ △７３，９４０ ３４６，３７０

1 寄 附 金 ４２０，３１０ △７３，９４０ ３４６，３７０

19 繰 入 金 ２，１３０，７６９ △７１４，２６８ １，４１６，５０１

1 基金繰入金 ２，０８４，０３８ △７０９，３３７ １，３７４，７０１

2 財産区繰入金 ４６，７３１ △４，９３１ ４１，８００

21 諸 収 入 １，１７６，９００ ９，０００ １，１８５，９００

4 雑 入 ３４１，６９４ ９，０００ ３５０，６９４

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

22 市 債 ２，４７２，０００ △３５４，３００ ２，１１７，７００

1 市 債 ２，４７２，０００ △３５４，３００ ２，１１７，７００

歳　　入　　合　　計 ２４，５４９，４００ △１，２８１，２００ ２３，２６８，２００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 議 会 費 １７３，９００ △１，５００ １７２，４００

1 議 会 費 １７３，９００ △１，５００ １７２，４００

2 総 務 費 ４，０１０，７００ △６２，００５ ３，９４８，６９５

1 総務管理費 ３，５６７，７１９ △６６，４０５ ３，５０１，３１４

3
戸 籍 住 民
基本台帳費

１２６，６５０ ４，４００ １３１，０５０

3 民 生 費 ６，５４７，５００ △１１８，９０９ ６，４２８，５９１

1 社会福祉費 ３，２８２，０３０ △５０，３２５ ３，２３１，７０５

2 児童福祉費 ３，０４４，２７０ △６８，５８４ ２，９７５，６８６

4 衛 生 費 ２，６６９，０００ △２２，８９７ ２，６４６，１０３

1 保健衛生費 １，１６９，４０３ １０，３９４ １，１７９，７９７

2 清 掃 費 １，３８２，６２０ △３３，２９１ １，３４９，３２９

3 環 境 費 １１６，９７７ ０ １１６，９７７

5 労 働 費 １６，８００ △１，７００ １５，１００

1 労 働 諸 費 １６，８００ △１，７００ １５，１００

6 農林水産業費 ３４０，７００ △８，９５０ ３３１，７５０

1 農 業 費 ２６０，８５５ △６，８５０ ２５４，００５

2 林 業 費 ７９，８４５ △２，１００ ７７，７４５

7 商 工 費 ９３６，４００ △１４，１４０ ９２２，２６０

1 商 工 費 ９３６，４００ △１４，１４０ ９２２，２６０

8 土 木 費 ３，２７９，２００ △９７５，６０１ ２，３０３，５９９

2 道路橋梁費 ８６３，８１０ △６４，６００ ７９９，２１０

3 河 川 費 ３８０，１７４ △６，４５０ ３７３，７２４

4 都市計画費 １，９０５，４５６ △９０４，５５１ １，０００，９０５
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

9 消 防 費 １，７１０，７００ △２，５００ １，７０８，２００

1 消 防 費 １，７１０，７００ △２，５００ １，７０８，２００

10 教 育 費 ２，７７１，０００ △１３，９９８ ２，７５７，００２

1 教育総務費 ２８６，１２２ ０ ２８６，１２２

2 小 学 校 費 ７１５，２２８ ０ ７１５，２２８

3 中 学 校 費 ７０１，６５２ ０ ７０１，６５２

4 幼 稚 園 費 ４３１ △２９８ １３３

5 社会教育費 ５１５，７８７ △５，２００ ５１０，５８７

6 保健体育費 ５５１，７８０ △８，５００ ５４３，２８０

12 諸 支 出 金 ５９９，１００ △３６，０００ ５６３，１００

1 公営企業費 ５９９，１００ △３６，０００ ５６３，１００

14 災 害 復 旧 費 ９７，０００ △２３，０００ ７４，０００

1
土 木 施 設
災害復旧費

９３，４００ △２３，０００ ７０，４００

歳　　出　　合　　計 ２４，５４９，４００ △１，２８１，２００ ２３，２６８，２００
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１４ 災害復旧費 １
土 木 施 設
災害復旧費

現 年 土 木 施 設
補 助 災 害
復 旧 事 業

６５,７００ 補 正 前 に 同 じ ４２,７００

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費
社 会 資 本 整 備 総 合
交 付 金 （ 道 路 等 ） 事 業

１１,０００

８ 土 木 費 ４ 都市計画費
瑞 浪 駅 周 辺
再 開 発 事 業
（ 駅 北 地 区 ）

９９８,１００

第 ２ 表　　繰　越　明　許　費　補　正

（追　加） （単位：千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　　額

２ 総 務 費 ３
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

戸 籍 電 算 処 理 経 費 １,９００

２ 総 務 費 ３
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 経 費 ２,５００

４ 衛 生 費 ２ 清 掃 費 混 合 焼 却 施 設 設 備 改 修 事 業 ３６０,５００

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 道路メンテナンス事業補助金事業 ８,３００

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 道 路 側 溝 等 緊 急 対 策 事 業 １０,０００

４,４００

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 都 市 計 画 事 務 経 費 １,５００

５ 社 会 教 育 費 中 央 公 民 館 施 設 管 理 経 費 ２,５００教 育 費

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 立 地 適 正 化 計 画 策 定 事 業

１０

（変　更） （単位：千円）

款 項
補　　正　　前 補　　正　　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

補 正 前 に 同 じ ３４０,０００

８ 土 木 費 ４ 都市計画費
瑞 浪 駅 周 辺
再 開 発 事 業
（ 駅 南 地 区 ）

１９９,０００ 補 正 前 に 同 じ １,０００
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３,６００Ｒ Ｓ ウ イ ル ス 予 防 接 種 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

第 ３ 表　　債　務　負　担　行　為　補 　正

（追　加） （単位：千円）

限　　度　　額期　　　　　間事　　　　　　　　　　項
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（廃　止） （単位：千円）

（変　更） （単位：千円）

起債の
方法

利率

57,000 36,000

25,000 24,300

11,500 10,100

336,600 359,300

70,700
補正前
に同じ

68,000
補正前
に同じ

72,000
補正前
に同じ

60,300 56,000

8,800 4,000

350,000
補正前
に同じ

210,200 100,600

19,500 16,500

286,600 180,700

85,200 83,200

321,200 220,900

26,800 16,700

起 債 の 目 的

起 債 の 目 的

斎 場 設 備 整 備 事 業

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構資金につ
いて、利率見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）

13,900

一 般 会 計 出 資 債

補　　正　　前

限度額 起債の
方法 利率 償還の方法

瑞浪中学校改修事業

南 垣 外 北 野 線
道 路 改 良 事 業

市道等長寿命化事業

償 還 の 方 法限度額 起債の
方法 利　　率

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率 見 直 し 方 式
で借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機 構資 金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては、当
該 見 直 し 後 の
利率）

政府資金につい
ては、その融資
条件により、銀行
その他の場合に
は借入先と協定
し、その条件に
従うものとする。
ただし、市財政
の都合により据
置期間及び償還
期限を短縮し、も
しくは繰上償還
又は低利に借換
す る こ と が で き
る。

補　　正　　後

限度額 償還の
方法

政府資金については、その融資条件により、
銀行その他の場合には借入先と協定し、そ
の条件に従うものとする。ただし、市財政の
都合により据置期間及び償還期限を短縮
し、もしくは繰上償還又は低利に借換するこ
とができる。

現 年 土 木 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業

年 ７ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率 見 直 し 方 式
で借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資 金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては、当
該 見 直 し 後 の
利率）

普 通 河 川
緊 急 対 策 事 業

道 路 側 溝 等
緊 急 対 策 事 業

市 民 福 祉 セ ン タ ー
改 修 事 業

日 吉 公 民 館
施 設 改 修 事 業

消防ポンプ自動車等
更 新 事 業

老 人 憩 い の 家
施 設 整 備 事 業

混 合 焼 却 施 設
設 備 改 修 事 業

交 通 安 全 対 策 補 助 金
（通学路緊急対策）事業

土岐小学校改修事業

県 営 急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 負 担 事 業

瑞 浪 駅 周 辺 再 開 発
事 業 （ 駅 北 地 区 ）
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議第２２号 
 

令和７年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号） 
 
 令和７年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）は、

次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９００千円を追 

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７２２，０００千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1
後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

５２２，３００ １０，０００ ５３２，３００

1
後期高齢者
医療保険料

５２２，３００ １０，０００ ５３２，３００

3 繰 入 金 １７９，５４７ △６，７００ １７２，８４７

1
一 般 会 計
繰 入 金

１７９，５４７ △６，７００ １７２，８４７

5 諸 収 入 ５５０ ６００ １，１５０

2 雑 入 ５１０ ６００ １，１１０

歳　　入　　合　　計 ７１８，１００ ３，９００ ７２２，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 ２３，１２３ △８００ ２２，３２３

1 総務管理費 １４，７３１ △８００ １３，９３１

2
後期高齢者医療
広域連合納付金 ６９３，９６７ ４，７００ ６９８，６６７

1
後期高齢者医療
広域連合納付金 ６９３，９６７ ４，７００ ６９８，６６７

歳　　出　　合　　計 ７１８，１００ ３，９００ ７２２，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第２３号 
 

令和７年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 
 令和７年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，５００千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５６９，６００千円

とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    

-61-



(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 繰 入 金 ３１２，６３８ △４，５００ ３０８，１３８

1
一 般 会 計
繰 入 金

２９７，２００ △１６，３００ ２８０，９００

2 基金繰入金 １５，４３８ １１，８００ ２７，２３８

歳　　入　　合　　計 ３，５７４，１００ △４，５００ ３，５６９，６００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 ８３，０１４ △４，８００ ７８，２１４

1 総務管理費 ８３，０１４ △４，８００ ７８，２１４

3
国民健康保険
事業費納付金

９２２，９６５ ０ ９２２，９６５

1 医療給付費分 ６４３，９７４ ０ ６４３，９７４

2
後期高齢者
支援金等分

２１４，４８０ ０ ２１４，４８０

3 介護納付金分 ６４，５１１ ０ ６４，５１１

6 諸 支 出 金 ３６，１００ ３００ ３６，４００

1
償還金及び
還付加算金

３６，１００ ３００ ３６，４００

歳　　出　　合　　計 ３，５７４，１００ △４，５００ ３，５６９，６００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第２４号 
 

令和７年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 
 令和７年度瑞浪市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５，３００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，８７１，９００千円

とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 保 険 料 ７４１，２５１ ０ ７４１，２５１

1 介護保険料 ７４１，２５１ ０ ７４１，２５１

4
支 払 基 金
交 付 金

９６３，４９７ １，２４２ ９６４，７３９

1
支 払 基 金
交 付 金

９６３，４９７ １，２４２ ９６４，７３９

7 繰 入 金 ６４６，７９０ △３，６２５ ６４３，１６５

1
一 般 会 計
繰 入 金

６０３，３１８ △３，６２５ ５９９，６９３

8 繰 越 金 ７３，０５０ ３７，６８３ １１０，７３３

1 繰 越 金 ７３，０５０ ３７，６８３ １１０，７３３

歳　　入　　合　　計 ３，８３６，６００ ３５，３００ ３，８７１，９００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 １１５，７２５ △４，２００ １１１，５２５

1 総務管理費 ５７，８２９ △４，２００ ５３，６２９

2 保 険 給 付 費 ３，４４６，６００ ０ ３，４４６，６００

1
介護サービ
ス 等 諸 費

３，２１１，７００ ０ ３，２１１，７００

2
介護予防サー
ビ ス 等 諸 費

９２，４００ ０ ９２，４００

5
特定入所者介護
サ ー ビ ス 等 費 ６０，２００ ０ ６０，２００

3 基 金 積 立 金 ４７，６４５ ３４，９００ ８２，５４５

1 基金積立金 ４７，６４５ ３４，９００ ８２，５４５

4
地 域 支 援
事 業 費

１８３，３８０ ４，６００ １８７，９８０

1
介 護 予 防 ・ 生 活
支 援 サ ー ビ ス
事 業 費

１１５，７５０ ４，６００ １２０，３５０

歳　　出　　合　　計 ３，８３６，６００ ３５，３００ ３，８７１，９００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第２５号 

 

令和７年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

（総則） 

第１条 令和７年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定め 

るところによる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和７年度瑞浪市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２ 

条第２号中「４，３６０，０００㎥」を「４，７２１，０００㎥」に改め、 

同条第３号中「１１，９４５㎥」を「１２，９３４㎥」に改め、同条第４

号ア中「１００，０００千円」を「８４，８５８千円」に改め、同号イ中

「４７７，６２０千円」を「４３５，２６２千円」に改める。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第３条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

収      入 

 第１款 水道事業収益  1,134,600千円    5,500千円 1,140,100千円 

  第１項 営業収益     893,120千円   5,500千円   898,620千円 

支      出 

 第１款 水道事業費用  1,126,600千円    5,500千円 1,132,100千円 

  第１項 営業費用    1,099,321千円   5,500千円 1,104,821千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第４条 予算第４条中「資本的支出額に対し不足する額２５２，４００千円」 

を「資本的支出額に対し不足する額２４５，８００千円」に、「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額４３，１２２千円」を「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額３９，１０５千円」に、「過年度

分損益勘定留保資金２０９，２７８千円」を「過年度分損益勘定留保資金

２０６，６９５千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり

補正する。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 
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             収      入 

 第１款 資本的収入    515,000千円   △50,900千円  464,100千円 

  第１項 企業債     299,600千円   △4,600千円   295,000千円 

第２項 工事負担金    69,500千円  △20,300千円   49,200千円 

第４項 出資金      99,850千円  △21,000千円   78,850千円 

第５項 補助金      25,666千円    △5,000千円   20,666千円 

             支      出 

 第１款 資本的支出    767,400千円  △57,500千円  709,900千円 

  第１項 建設改良費   586,045千円  △57,500千円  528,545千円 

（企業債の補正） 

第５条 予算第７条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法を次のとおり補正する。 

（変 更）                      （単位：千円） 

起債の

目 的 

補  正  前 補  正  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利 率 

償還の 

方 法 

水 道 

事 業 
299,600 

普通 

貸借 

又は 

証券 

発行 

年 3.0％

以内（た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

政 府 資

金 及 び

地 方 公

共 団 体

金 融 機

構 資 金

に つ い

て、利率

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率） 

政府資金に

ついては、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う 

ものとする。

ただし、企

業財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、も

しくは繰上

償還又は低

利に借換す

ることがで

きる。 

295,000 

補正
前に 
同じ 

年 7.0％

以内（た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

政 府 資

金 及 び

地 方 公

共 団 体

金 融 機

構 資 金

に つ い

て、利率

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率） 

補正
前に
同じ 
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令和８年２月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第２６号 

 

令和７年度瑞浪市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

（総則） 

第１条 令和７年度瑞浪市下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和７年度瑞浪市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条第４号ア中「７２，８８０千円」を「６８，８８０千円」に改める。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第３条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 下水道事業収益 1,112,900 千円 △18,000 千円 1,094,900 千円 

  第１項 営業収益    544,083 千円   6,000 千円  550,083 千円 

第２項 営業外収益    568,817 千円 △24,000 千円  544,817 千円 

             支      出 

 第１款 下水道事業費用 1,106,000 千円 △18,000 千円 1,088,000 千円 

  第１項 営業費用   1,026,188 千円 △28,000 千円  998,118 千円 

  第２項 営業外費用    77,647 千円  10,000 千円    87,647 千円 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第４条 予算第４条中「資本的支出額に対し不足する額３００，１００千円」 

を「資本的支出額に対し不足する額３０１，２００千円」に、「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額７，２２７千円」を「当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額７，６２７千円」に、「当年度分損

益勘定留保資金１７１，０４５千円」を「当年度分損益勘定留保資金１７

１，７４５千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

する。 

   （科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

             収      入 
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 第１款 資本的収入    260,000 千円 △7,100 千円   252,900 千円 

  第１項 企業債      64,800 千円 △6,700 千円    58,100 千円 

  第２項 負担金      14,200 千円  2,000 千円  16,200 千円 

  第４項 補助金      25,000 千円 △2,400 千円  22,600 千円 

             支      出 

 第１款 資本的支出    560,100 千円 △6,000 千円   554,100 千円 

  第１項 建設改良費   126,121 千円 △4,000 千円   122,121 千円 

  第２項 企業債償還金  433,979 千円 △2,000 千円  431,979 千円            

 （企業債の補正） 

第５条 予算第６条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法を次のとおり補正する。 

（変 更）                      （単位：千円） 

起債の

目 的 

補  正  前 補  正  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利 率 

償還の 

方 法 

下水道 

事 業 
64,800 

普通 

貸借 

又は 

証券 

発行 

年 3.0％

以内（た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

政 府 資

金 及 び

地 方 公

共 団 体

金 融 機

構 資 金

に つ い

て、利率

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率） 

政府資金に

ついては、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う 

ものとする。

ただし、企

業財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、も

しくは繰上

償還又は低

利に借換す

ることがで

きる。 

58,100 
補正
前に 
同じ 

年 7.0％

以内（た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

政 府 資

金 及 び

地 方 公

共 団 体

金 融 機

構 資 金

に つ い

て、利率

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率） 

補正
前に
同じ 
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  令和８年２月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第２７号  
 

令和８年度瑞浪市一般会計予算  
 
 令和８年度瑞浪市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，５４０，０００千

円と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（地方債）  

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債  
の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」  
による。  
（一時借入金）  

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、２，０００，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 市 税 ５，４４０，０００

1 市 民 税 ２，２９３，５００

2 固 定 資 産 税 ２，４１０，０００

3 軽 自 動 車 税 １２９，１００

4 市 た ば こ 税 ２９０，０００

5 鉱 産 税 ４０

6 入 湯 税 ８６０

7 都 市 計 画 税 ３１６，５００

2 地 方 譲 与 税 １９２，５００

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ３５，０００

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 １３５，０００

3 森 林 環 境 譲 与 税 ２２，５００

3 利 子 割 交 付 金 １５，０００

1 利 子 割 交 付 金 １５，０００

4 配 当 割 交 付 金 ５０，０００

1 配 当 割 交 付 金 ５０，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ６０，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ６０，０００

6 法 人 事 業 税 交 付 金 ７５，０００

1 法 人 事 業 税 交 付 金 ７５，０００

7 地 方 消 費 税 交 付 金 １，０００，０００

1 地 方 消 費 税 交 付 金 １，０００，０００

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １５６，０００

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １５６，０００

9 環 境 性 能 割 交 付 金 ５，０００

1 環 境 性 能 割 交 付 金 ５，０００

10 地 方 特 例 交 付 金 ７０，０００

1 地 方 特 例 交 付 金 ７０，０００

11 地 方 交 付 税 ４，２００，０００

1 地 方 交 付 税 ４，２００，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(単位：千円)

款 項 金　　額

12 交通安全対策特別交付金 ３，０００

1 交通安全対策特別交付金 ３，０００

13 分 担 金 及 び 負 担 金 ４５，０００

1 分 担 金 ２，５９６

2 負 担 金 ４２，４０４

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ２８１，０００

1 使 用 料 １２２，３５２

2 手 数 料 １５８，６４８

15 国 庫 支 出 金 ２，８６５，５４０

1 国 庫 負 担 金 １，６１２，６１９

2 国 庫 補 助 金 １，２４２，７５７

3 委 託 金 １０，１６４

16 県 支 出 金 １，２５７，８００

1 県 負 担 金 ６９３，３７５

2 県 補 助 金 ４９２，０２５

3 委 託 金 ７２，４００

17 財 産 収 入 ７７，０００

1 財 産 運 用 収 入 ７６，６００

2 財 産 売 払 収 入 ４００

18 寄 附 金 ４２１，６１０

1 寄 附 金 ４２１，６１０

19 繰 入 金 １，７８９，１５０

1 基 金 繰 入 金 １，７５３，２２０

2 財 産 区 繰 入 金 ３５，９３０

20 繰 越 金 １００，０００

1 繰 越 金 １００，０００

21 諸 収 入 ３８６，２００

1 延滞金、加算金及び過料 ３，８０３

2 市 預 金 利 子 １

3 貸 付 金 元 利 収 入 １０３，０００

4 雑 入 ２７９，３９６

-73-



(単位：千円)

款 項 金　　額

22 市 債 １，０５０，２００

1 市 債 １，０５０，２００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 １９，５４０，０００
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 議 会 費 １７３，６００

1 議 会 費 １７３，６００

2 総 務 費 ２，１０６，４００

1 総 務 管 理 費 １，７１０，１６１

2 徴 税 費 ２１７，９０８

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 １０５，８７９

4 選 挙 費 ５７，０００

5 統 計 調 査 費 ８，０７３

6 監 査 委 員 費 ７，３７９

3 民 生 費 ６，４２６，１００

1 社 会 福 祉 費 ３，２６５，３６９

2 児 童 福 祉 費 ２，９３６，５３１

3 生 活 保 護 費 ２２３，７００

4 災 害 救 助 費 ５００

4 衛 生 費 ２，２９７，５００

1 保 健 衛 生 費 １，０８４，９０３

2 清 掃 費 １，０９１，７５７

3 環 境 費 １２０，８４０

5 労 働 費 １５，８００

1 労 働 諸 費 １５，８００

6 農 林 水 産 業 費 ２７７，７００

1 農 業 費 ２０４，８６３

2 林 業 費 ７２，８３７

7 商 工 費 ４５４，３００

1 商 工 費 ４５４，３００

8 土 木 費 ３，２３９，８００

1 土 木 管 理 費 ６５，８００

2 道 路 橋 梁 費 ５６６，８００

3 河 川 費 ３８，０７０

4 都 市 計 画 費 ２，４６６，６３０

5 住 宅 費 １０２，５００
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(単位：千円)

款 項 金　　額

9 消 防 費 ７６１，０００

1 消 防 費 ７６１，０００

10 教 育 費 １，７１８，８００

1 教 育 総 務 費 ２９５，５０８

2 小 学 校 費 ２１９，７３８

3 中 学 校 費 １７２，２４３

4 幼 稚 園 費 ５００

5 社 会 教 育 費 ４５９，８１１

6 保 健 体 育 費 ５７１，０００

11 災 害 復 旧 費 ８，０００

1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ８，０００

12 公 債 費 １，４６６，０００

1 公 債 費 １，４６６，０００

13 諸 支 出 金 ５７５，０００

1 公 営 企 業 費 ５７５，０００

14 予 備 費 ２０，０００

1 予 備 費 ２０，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 １９，５４０，０００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

が ん 検 診 等 委 託 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

３５,４００

企 業 立 地 奨 励 金
（ 令 和 ８ 年 度 指 定 業 者 分 ）

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ４ 年 度 ま で

瑞 浪 市 企 業 立 地 の 促 進
及 び 雇 用 の 拡 大 に 関 す る
条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 額

空 き 店 舗 賃 貸 借 促 進 奨 励 金
（ 令 和 ８ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

３００

瑞 浪 市 土 地 開 発 公 社 の
資 金 借 入 に 係 る 債 務 保 証
（ 瑞 浪 駅 周 辺 再 開 発 ）

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

１,０２６,０００

瑞 浪 市 土 地 開 発 公 社 の
資 金 借 入 に 係 る 債 務 保 証
（ 工 業 団 地 ）

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ２ 年 度 ま で

１２４,０００

加 知 奨 学 金
（ 令 和 ８ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ３ 年 度 ま で

１８,０００

奨 学 金
（ 令 和 ８ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ３ 年 度 ま で

５,４００

瑞 浪 小 学 校 大 規 模 改 修
実 施 設 計 委 託 料

令 和 ９ 年 度 １５,７５０

事 項
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第 ３ 表　　地　方　債

（単位：千円）

起債の方法

29,100

10,700

138,000

4,800

8,900

10,200

14,400

100,000

44,000

30,000

10,300

6,500

8,100 普通貸借

12,800

4,600

10,000 証券発行

9,400

320,400

188,200

20,500

12,400

8,000

3,300

6,300

5,200

28,200

3,800

2,100

県営急傾斜地崩壊対策負担事業

普 通 河 川 緊 急 浚 渫 推 進 事 業

普 通 河 川 緊 急 対 策 事 業

償 還 の 方 法

こ ど も 園 Ｌ Ｅ Ｄ 化 改 修 事 業

保 健 セ ン タ ー Ｌ Ｅ Ｄ 化 改 修 事 業

クリーンセンターＬＥＤ化改修事業

又　 　は

年７．０ ％

以　　 内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金 及 び 地

方 公 共 団

体 金 融 機

構 資 金 に

ついて、利

率見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

道 路 防 災 安 全 対 策 事 業

防 災 ・ 安 全 交 付 金 事 業

県 単 集 落 環 境 保 全 整 備 事 業

産 業 振 興 セ ン タ ー 改 修 事 業

交 通 安 全 対 策 補 助 金
（ 通 学 路 緊 急 対 策 ） 事 業

起　  債　  の　  目　  的 限　　度　　額 利 率

斎 場 設 備 整 備 事 業

市 道 等 長 寿 命 化 事 業

化 石 博 物 館 改 修 事 業

混 合 焼 却 施 設 設 備 改 修 事 業

道 路 側 溝 等 緊 急 対 策 事 業

南 垣 外 北 野 線 道 路 改 良 事 業

市 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業

消 防 団 拠 点 施 設 建 設 事 業

瑞 浪 小 学 校 改 修 事 業

市 営 住 宅 長 寿 命 化 事 業

道路メンテナンス事業補助金事業

瑞浪駅周辺再開発事業（駅南地区）

過年土木施設補助災害復旧事業

瑞浪駅周辺再開発事業（駅北地区）

陶 磁 資 料 館 Ｌ Ｅ Ｄ 化 改 修 事 業

消 防 庁 舎 等 改 修 事 業

釜 戸 小 学 校 改 修 事 業

政府資金につ

い て は 、 その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には借

入先と協定し、

その条件に従

うものとする。

た だ し 、 市 財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もしく

は繰上償還又

は低利に借換

することができ

る。
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議第２８号  
 

令和８年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計予算  
 
 令和８年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７８２，０００千円と定

める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５８９，７１１

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５８９，７１１

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ２

1 手 数 料 ２

3 繰 入 金 １９１，６３７

1 一 般 会 計 繰 入 金 １９１，６３７

4 繰 越 金 １００

1 繰 越 金 １００

5 諸 収 入 ５５０

1 延滞金、加算金及び過料 ４０

2 雑 入 ５１０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ７８２，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 １６，７０１

1 総 務 管 理 費 １２，３６７

2 徴 収 費 ４，３３４

2
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

７６４，２８９

1
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

７６４，２８９

3 諸 支 出 金 ５１０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ５１０

4 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ７８２，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

８９

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１,５００

事 項
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議第２９号  
 

令和８年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計予算  
 
 令和８年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，２７３，０００千円

と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第４条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 国 民 健 康 保 険 料 ６４５，８００

1 国 民 健 康 保 険 料 ６４５，８００

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ３０

1 手 数 料 ３０

3 県 支 出 金 ２，３０９，４４８

1 県 補 助 金 ２，３０９，４４８

4 財 産 収 入 １，４００

1 財 産 運 用 収 入 １，４００

5 繰 入 金 ３０９，５００

1 一 般 会 計 繰 入 金 ２７９，５００

2 基 金 繰 入 金 ３０，０００

6 繰 越 金 ４，０００

1 繰 越 金 ４，０００

7 諸 収 入 ２，８２２

1 雑 入 ２，８２２

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３，２７３，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 ７３，０２８

1 総 務 管 理 費 ７３，０２８

2 保 険 給 付 費 ２，２５５，２５４

1 療 養 諸 費 １，９４９，８００

2 高 額 療 養 費 ２９４，９００

3 移 送 費 ５０

4 任 意 給 付 費 １０，５０４

3 国民健康保険事業費納付金 ９００，０５７

1 医 療 給 付 費 分 ６１３，１６６

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ２０５，０５７

3 介 護 納 付 金 分 ６１，１４６

4 子ども・子育て支援納付金分 ２０，６８８

4 保 健 事 業 費 ３４，２６１

1 保 健 事 業 費 ５，７６７

2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ２８，４９４

5 基 金 積 立 金 １，４００

1 基 金 積 立 金 １，４００

6 諸 支 出 金 ４，０００

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ４，０００

7 予 備 費 ５，０００

1 予 備 費 ５，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３，２７３，０００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１３６

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１０,８１２

国 保 デ ー タ ベ ー ス
シ ス テ ム 保 守 委 託 料

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

４００

医 科 ・ 歯 科 レ セ プ ト
点 検 委 託 料

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

４,０００

事 項
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議第３０号  
 

令和８年度瑞浪市介護保険事業特別会計予算 
 
 令和８年度瑞浪市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，８００，０００千円

と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第４条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
  令和８年２月２６日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 保 険 料 ７４８，７７９

1 介 護 保 険 料 ７４８，７７９

2 分 担 金 及 び 負 担 金 ４５

1 負 担 金 ４５

3 使 用 料 及 び 手 数 料 １０

1 手 数 料 １０

4 国 庫 支 出 金 ８９３，３９１

1 国 庫 負 担 金 ６４２，２１１

2 国 庫 補 助 金 ２５１，１８０

5 支 払 基 金 交 付 金 ９７６，６７３

1 支 払 基 金 交 付 金 ９７６，６７３

6 県 支 出 金 ５１８，３１１

1 県 負 担 金 ４９０，２８２

2 県 補 助 金 ２８，０２９

7 財 産 収 入 ２，７００

1 財 産 運 用 収 入 ２，７００

8 繰 入 金 ６５５，３９５

1 一 般 会 計 繰 入 金 ６０４，５９１

2 基 金 繰 入 金 ５０，８０４

9 繰 越 金 ４，５５０

1 繰 越 金 ４，５５０

10 諸 収 入 １４６

1 延滞金、加算金及び 過料 １０

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 １２６

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３，８００，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 １１０，３５０

1 総 務 管 理 費 ５３，４５０

2 徴 収 費 ７，４４４

3 介 護 認 定 審 査 会 費 ４９，１５０

4 趣 旨 普 及 費 ３０６

2 保 険 給 付 費 ３，４８４，６００

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３，２２３，２４０

2 介護予防サービス等 諸費 １１７，６３０

3 そ の 他 諸 費 ３，２００

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ７０，５００

5 特定入所者介護サービス等費 ５９，４２０

6
高 額 医 療 合 算
介 護 サ ー ビ ス 等 費

１０，６１０

3 基 金 積 立 金 ４，０００

1 基 金 積 立 金 ４，０００

4 地 域 支 援 事 業 費 １９５，５００

1
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援
サ ー ビ ス 事 業 費

１２６，１００

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ６，２２６

3 包括的支援事業・任意事業費 ６２，７８２

4 そ の 他 諸 費 ３９２

5 諸 支 出 金 ４，５５０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ４，５５０

6 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３，８００，０００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１４２

介 護 保 険 料 仮 算 定 納 入
通 知 書 等 印 刷 製 本 費

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１,３００

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２,３７５

認 定 調 査 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

３,２００

訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ 業 務 委 託 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

５００

介 護 予 防 教 室 等 委 託 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１,０００

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
出 前 講 座 等 委 託 料

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２,０００

歯 科 医 師 出 務 委 託 料
（ 高 齢 者 介 護 予 防 ）

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

７００

理 学 療 法 士 委 託 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２００

さ さ エ ー ル ポ イ ン ト 事 業 委 託 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１,０００

生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー
業 務 委 託 料

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

４,０００

配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

５,５００

在宅歯科医療連携窓口設置委託料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２５０

事 項
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議第３１号  
 

令和８年度瑞浪市駐車場事業特別会計予算 
 
 令和８年度瑞浪市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３６，０００千円と定め

る。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１０，０００千円と定める。  
 

令和８年２月２６日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 使 用 料 及 び 手 数 料 ３５，１００

1 使 用 料 ３５，１００

2 財 産 収 入 ４００

1 財 産 運 用 収 入 ４００

3 繰 越 金 ５００

1 繰 越 金 ５００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３６，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 駐 車 場 事 業 費 ２４，０７３

1 駐 車 場 管 理 費 ２４，０７３

2 公 債 費 ２，４２７

1 公 債 費 ２，４２７

3 基 金 積 立 金 ９，０００

1 基 金 積 立 金 ９，０００

4 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３６，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

７

駐 車 場 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 手 数 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

５００

駐 車 場 清 掃 業 務 委 託 料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

４００

駐車場使用料集金収納業務委託料
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

５００

駐 車 場 管 理 機 器
保 守 点 検 業 務 委 託 料

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２,４００

事 項
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議第３２号 

 

令和８年度瑞浪市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度瑞浪市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１） 給水件数                  １５，４００件 

（２） 年間総配水量             ４，６０７，６００㎥ 

（３） 一日平均配水量               １２，６２３㎥ 

（４） 主要な建設改良事業 

ア 水道総合地震対策事業            ９３，２００千円 

イ 配水設備改良事業             ４１１，６０２千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 

第１款 水道事業収益            １，１４８，０００千円 

第１項 営業収益               ８９５，６８６千円 

第２項 営業外収益              ２５２，３１４千円 

支      出 

第１款 水道事業費用            １，１４７，０００千円 

  第１項 営業費用             １，１１６，７８８千円 

  第２項 営業外費用               ２６，１０２千円 

  第３項 特別損失                   １１０千円 

  第４項 予備費                  ４，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額２５８，０００千円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額３９，９１４千円、過年度分損益勘定

留保資金２１８，０８６千円で補填するものとする。）。 
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収      入 

 第１款 資本的収入               ４５０，０００千円 

第１項 企業債                ３４０，９００千円 

第２項 工事負担金               ２２，７００千円 

第３項 分担金                 １７，０６１千円

第４項 出資金                 ４３，３３９千円 

第５項 補助金                 ２６，０００千円 

支      出 

第１款 資本的支出               ７０８，０００千円 

  第１項 建設改良費              ５２２，１７６千円 

  第２項 企業債償還金             １８５，８２４千円 

 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

                           （単位：千円） 

款 項 事業名 総  額 年 度 年 割 額 

１ 

資

本

的 

支

出 

１ 

建

設 

改

良

費 

配 水 

設 備 

改良費 

１９８，０００ 

令和８年度 １１８，８００ 

令和９年度 ７９，２００ 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

       （単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

指 定 物 品 等 購 入 費 
令和８年度から 

令和９年度まで 
７４ 

検 針 業 務 委 託 料 
令和８年度から 

 令和９年度まで 
１４，３００ 
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水 質 検 査 等 委 託 料 
令和８年度から 

令和９年度まで 
９，０００ 

水 質 検 査 モ ニ タ ー 委 託 料 
令和８年度から 

令和９年度まで 
１，０００ 

ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 

シ ス テ ム ・ 機 器 保 守 委 託 料 

令和８年度から 

令和９年度まで 
３００ 

上 下 水 道 総 合 管 理 

シ ス テ ム 保 守 委 託 料 

令和８年度から 

令和９年度まで 
５５０ 

平山水道併用施設管理委託料 
令和８年度から 

令和９年度まで 

恵那市内併用施設の 
管 理 に 要 し た 
経 費 に 負 担 割 合 
を 乗 じ た 額 

仮 設 配 管 賃 借 料 
令和８年度から 

令和９年度まで 
５００ 

 （企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

       （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

水 道 事 業 340,900 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

年７．０％以内 

（ただし、利率見 

直し方式で借り入 

れる政府資金及び 

地方公共団体金融 

機構資金について、

利率見直しを行っ 

た後においては、 

当該見直し後の利

率） 

政府資金について

は、その融資条件

により、銀行その

他の場合には借入

先と協定し、その

条件に従うものと

する。ただし、企

業財政の都合によ

り据置期間及び償

還期限を短縮し、

もしくは繰上償還

又は低利に借換す

ることができる。 

 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

（１） 収益的支出 第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２

項営業外費用及び第３項特別損失に係る項間の流用 
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（２） 資本的支出 第１款資本的支出のうち、第１項建設改良費及び第 

２項企業債償還金に係る項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費                ４０，６１０千円 

（他会計からの補助金） 

第１１条 政策的事由による水道拡張事業経費等負担のため、一般会計から

この会計へ補助を受ける金額は、１０３，９２６千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第１２条 たな卸資産の購入限度額は、３００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第３３号 

 

   令和８年度瑞浪市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度瑞浪市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１） 処理区域内水洗化人口            ２４，２００人 

（２） 年間総処理水量            ３，８９０，０００㎥ 

（３） 一日平均処理水量              １０，６５８㎥ 

（４） 主要な建設改良事業 

ア 公共下水道管渠布設事業           ６７，８２８千円 

イ 公共下水道管渠長寿命化事業         ４８，０００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 

 第１款 下水道事業収益           １，１８３，０００千円 

  第１項 営業収益               ５４１，７０２千円 

  第２項 営業外収益              ６４１，２９８千円 

支      出 

 第１款 下水道事業費用           １，１７３，０００千円 

  第１項 営業費用             １，０９９，７００千円 

  第２項 営業外費用               ６９，１３５千円 

  第３項 特別損失                 ２，１６５千円 

  第４項 予備費                  ２，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額３１２，０００千円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額１１，１３６千円、過年度分損益勘定
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留保資金１２９，１５４千円及び当年度分損益勘定留保資金１７１，７１

０千円で補填するものとする。）。 

収      入 

 第１款 資本的収入               ２６６，０００千円 

  第１項 企業債                 ７０，５００千円 

  第２項 負担金                  １，５００千円 

  第３項 出資金                １５３，０００千円 

  第４項 補助金                 ４１，０００千円 

支      出 

 第１款 資本的支出               ５７８，０００千円 

  第１項 建設改良費              １６５，０００千円 

  第２項 企業債償還金             ４１３，０００千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

（単位：千円）   

事  項 期  間 限 度 額 

指 定 物 品 等 購 入 費 
令和８年度から 
令和９年度まで １３４ 

水洗便所等改造資金利子補給 
（ 令 和 ８ 年 度 決 定 分 ） 

令和８年度から 
令和１４年度まで １４６ 

上 下 水 道 総 合 管 理 
シ ス テ ム 保 守 委 託 料 

令和８年度から 
令和９年度まで ５５０ 

マ ン ホ ー ル ポ ン プ 
点 検 ・ 清 掃 業 務 委 託 料 

令和８年度から 
令和９年度まで ７，５００ 

脱 水 ケ ー キ 処 理 業 務 委 託 料 
令和８年度から 
令和９年度まで 

６８，０００ 

薬 品 購 入 費 
令和８年度から 
令和９年度まで 

２４，０００ 

測 定 検 査 業 務 委 託 料 
令和８年度から 
令和９年度まで 

２，５００ 

大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 
維 持 管 理 業 務 委 託 料 

令和８年度から 
令和９年度まで 

５，５００ 

大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 
汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料 

令和８年度から 
令和９年度まで 

１，５００ 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

（単位：千円）  

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

下 水 道 事 業 70,500 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

年７．０％以内 

（ただし、利率見 

直し方式で借り入 

れる政府資金及び 

地方公共団体金融 

機構資金について、

利率見直しを行っ 

た後においては、 

当該見直し後の利

率） 

政府資金について

は、その融資条件

により、銀行その

他の場合には借入

先と協定し、その

条件に従うものと

する。ただし、企

業財政の都合によ

り据置期間及び償

還期限を短縮し、

もしくは繰上償還

又は低利に借換す

ることができる。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

 （１） 収益的支出 第１款下水道事業費用のうち、第１項営業費用、第

２項営業外費用及び第３項特別損失に係る項間の流用 

 （２） 資本的支出 第１款資本的支出のうち、第１項建設改良費及び第

２項企業債償還金に係る項間の流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費               １２２，８６７千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、１４，５８０千円である。 

-99-



 

令和８年２月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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